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兵庫小学校夏季休業日の期日変更について 

 

１．変更内容 

  兵庫小学校からの申請により、７月２１日から８月２４日までの夏季休業日を、７月

２１日から８月３１日に変更する。 

 

２．これまでの成果 

① 授業時数のゆとりを「総合的な学習の時間」の対応にあてることができた。 

② 学力向上の観点から、余裕時間を教科授業として振り向けることができた。 

③ 担当教諭にとって、８月に学級づくり（席決め）や休業中の課題の整理にゆとりを持

って取り組むことができた。また、サマースクールの準備を行う必要がなく、その時

間を研修や会議にあてることができた。 

 

３．変更理由  

① 週時表（校時表）の見直しにより授業時数に余裕ができ、夏季休業を短縮することな

く、これまで行ってきた自然教室やボランティア活動等にも取り組みつつ、学力向上

に向けた取り組みも進めることができるようになった。 

② 城東中に通学する兄や姉と始業式日が違うことなどによる戸惑いを抱えて学校に来

る児童が多く、学期はじめの雰囲気に落ち着きが欠けていた。夏季休業日を他校とそ

ろえることで、２学期の始まりに対する児童の意欲が高まり、学級運営が円滑になる

ことが期待できる。 

③ ８月の猛暑による児童への悪影響を少なくすることができる。 

④ アンケートや懇談会の中で保護者から夏季休業日を元に戻して欲しいとの要望が出

された。 

 

４．根拠規則 

 佐賀市立小中学校の管理運営に関する規則第６条２項 


